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表紙

上記事項は、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、書面交付請求をいた
だいた株主さまに対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記
載を省略しています。

2024年11月27日

株主の皆様

第21期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

【事業報告】
・新株予約権の状況
・会計監査人の状況
・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

【連結計算書類】
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

【計算書類】
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

【監査報告】
・連結計算書類に係る会計監査報告
・計算書類に係る会計監査報告
・監査等委員会の監査報告

株式会社アトラエ
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新株予約権の状況

第 ８ 回 　 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2021年1月15日
新 株 予 約 権 の 数 280個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　56,000株

（新株予約権１個につき200株）
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込は要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の
価 額

新株予約権１個あたり280,400円
（１株当たり1,402円）

権 利 行 使 期 間
2023年２月２日から
2030年２月１日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員

を除く）

取 締 役
（社外取締役

を除く）

新株予約権の数　280個
目的となる株式数　56,000株

保有者数　２名

社 外
取 締 役

新株予約権の数　－個
目的となる株式数　－株

保有者数　－名

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

新株予約権の数　０個
目的となる株式数　０株

保有者数　０名

　新株予約権の状況
　①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権

の状況

（注）１．第８回新株予約権の行使の条件
　⑴新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、

使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社の関係会社と
の間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。

　⑵本新株予約権の一部行使はできないものとする。
　⑶権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
　⑷その他の権利行使の条件は、別途当社と割当者との間で締結した「第８回新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。
 ２．2021年４月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種

類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
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新株予約権の状況

第 1 1 回 　 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2024年１月12日
新 株 予 約 権 の 数 6,695個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　669,500株

（新株予約権１個につき100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込は要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の
価 額

新株予約権１個あたり69,400円
（１株当たり694円）

権 利 行 使 期 間
2026年２月１日から
2034年１月12日まで

行 使 の 条 件 （注）

使用人への
交 付 状 況

当 社 使 用 人
新株予約権の数　5,090個

目的となる株式数　509,000株
交付者数　89名

子 会 社 の 役 員 及 び
使 用 人

新株予約権の数　1,605個
目的となる株式数　160,500株

交付者数  　16名

　②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人に対し交付した新株予約権の状況

（注）第11回新株予約権の行使の条件
　⑴本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないこ

とを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。
　⑵本新株予約権の一部行使はできないものとする。
　⑶権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
　⑷その他の権利行使の条件は、別途当社と割当者との間で締結した「第11回新株予約権割当契約書」に定

めるところによる。

　③　その他新株予約権等に関する重要な事項
　　　該当事項はありません。
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会計監査人の状況

区 分 報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32,300千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35,300千円

会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

３. 上記の当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、当連結会
計年度において連結範囲から除外した株式会社アルティーリが支払うべき金額を含んでおります。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株
主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

⑥　補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は2015年７月14日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決
議し、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の
業務の適正を確保するための体制について制定しております。2020年７月10日、2023年10月
13日及び2024年７月10日に開催された取締役会においてその一部を改訂しております。今後
も、適宜整備運用状況の評価・見直しを行い、実効性のある内部統制システムとなるよう努めて
まいります。

1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の取締役及び使用人は、当社が大事にする価値観である「Atrae Standard」並びに「コ
ンプライアンス規程」をはじめとする社内規程、定款、法令及び社会規範の遵守を率先して行
う。また、コンプライアンス違反の未然防止・早期発見のため、内部通報制度を導入する。
② 社内規程の禁止・制限事項に抵触した場合は、就業規則に基づき適正に処分を行う。
③ 代表取締役は内部監査担当を任命し、役職員の職務執行の適正性を確保するため、業務執行
状況等について定期的な内部監査を実施する。また、内部監査担当は、必要に応じて監査等委員
会及び会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 法令及び社内規程等に基づき、職務の執行に係る文書・情報を適切に保管・管理する。
② 文書管理部署は、取締役の閲覧請求に対して速やかに対応する。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社の業務執行に係るリスクを識別し、「リスク管理規程」に従い適切な予防策を講じる。
② 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合は、「リスク管理規程」に従い迅
速かつ適切に対応する。
③ 監査等委員会及び使用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、必要に応
じてリスク管理体制の見直しを進言できる。
④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、必要に応じてリスク管理体制について見直
しを行う。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 職務執行に関する権限及び責任は、組織関連規程等において明文化し、適宜適切に見直しを
行う。
② 担当取締役及び各プロジェクトリーダーへの適切な権限委譲を行うことで、迅速かつ効率的
な意思決定を確保する。
③ 定例取締役会を毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため臨時取締役会を開催するも
のとし、より迅速な課題の把握及び改善を図る。

5．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）からの独立性に関する事項

① 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
② 使用人が監査等委員会の補助を行う場合は、監査等委員会の指揮命令下でのみ業務を行い、
取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの指揮命令は受けない。
③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会補助使用人の人事評価及び懲
戒等において、不利な取扱いをしてはならない。

6．監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役（監査
等委員会である取締役を除く。）及び使用人に周知徹底する。

7．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体
制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、「監査等委員会規則」及び「監
査等委員会監査等基準」に従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項
が発生し、または発生するおそれがあるとき、取締役による違法、または不正な行為を発見した
ときは、直ちに監査等委員会に報告する。
③ 代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査等委員
との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員会監査の環境整備に必要な措置をと
る。

－ 5 －



2024/11/18 13:22:14 / 24145157_株式会社アトラエ_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

8．監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱い
を行うことを禁止し、「内部通報規程」において当該報告者を保護する。

9．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行につき当社に対して費用の前払又は償還の請求を行った場合
は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を
除き、当該請求に応じる。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員が当社の重要課題を把握し、必要に応じて意見できるよう、取締役会の他、重要
な会議に出席する機会を確保する。
② 監査業務の一環として取締役会議事録及び稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締
役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に説明を求めることができる。
③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会の監査活動が円滑
に行えるよう、環境整備に配慮する。
④ 監査等委員会は、監査の実施にあたり必要に応じて、弁護士及び公認会計士等から業務に関
する助言を受けることができる。

11．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役の指示のもと、金融商品取引法に基づく内
部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕
組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

12．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関わりを一切持たないこと、拒絶することを基本方針として、「反社会的勢力排
除に関する規程」の遵守を徹底する。なお、当該勢力による不当な要求を受けた場合に備えて、対
応部署を設置し、弁護士や警察等外部専門機関と連携して対応にあたる。

（注）2024年７月10日開催の取締役会の決議により、内容を一部改定しており、上記の基本方針
は当該改定がなされた後のものです。主な改定内容は次の通りです。
2024年７月１日に株式会社アルティーリの株式の一部を譲渡し、連結範囲から除外したことに伴
い、子会社に関する記載を削除しております。（当社及び子会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制、及び子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
が当社の監査等委員会に報告をするための体制）

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の取締役会において決議された「内部統制システムに関する基本方針」に従い、
業務の適正を確保するための体制を運用しております。また、当社の行動基準及び基本姿勢であ
る「Atrae Standard」並びに「コンプライアンス規程」をはじめとする社内規程、定款、法令
及び社会規範の遵守を徹底するため、取締役及び使用人への意識の浸透を図っております。
　内部監査については、内部監査担当が年間の内部監査計画に基づき監査を実施しております。
　監査等委員に対しては、監査等委員が取締役会やその他重要な会議へ出席する機会を通して、
監査等委員の要請に応じ速やかに情報提供をするなど、監査が実効的に行われる環境を整備して
おります。また同時に、内部監査担当、監査等委員、会計監査人の三者間による連携が密にとれ
るような関係の構築を支援しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 自　2023年 10月 1日
至　2024年 9 月30日 ）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,268,183 1,254,183 3,564,538 △1,000,737 5,086,168

当 期 変 動 額

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 63,090 63,090 126,180
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 733,542 733,542

自 己 株 式 の 取 得 △1,302,478 △1,302,478

自 己 株 式 の 消 却 △2,303,216 2,303,216 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 63,090 63,090 △1,569,674 1,000,737 △442,756

当 期 末 残 高 1,331,273 1,317,273 1,994,864 － 4,643,411

その他の包括利益累計額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益

累計額合計
当 期 首 残 高 8,748 8,748 456,908 5,551,825

当 期 変 動 額

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 126,180
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 733,542

自 己 株 式 の 取 得 △1,302,478

自 己 株 式 の 消 却 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 3,435 3,435 196,826 200,262

当 期 変 動 額 合 計 3,435 3,435 196,826 △242,493

当 期 末 残 高 12,184 12,184 653,735 5,309,331

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注)　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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・連結子会社の数 ０社

・持分法適用の関連会社の数 ２社

連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

　当連結会計年度において、株式会社アルティーリは株式の一部を譲渡したことにより、連結の範囲か
ら除外し、持分法の適用範囲に含めております。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社の名称　　　　　SMBC Wevox株式会社
株式会社アルティーリ

　新たに設立したSMBC Wevox株式会社を持分法の適用範囲に含めております。
　また、当連結会計年度において、株式会社アルティーリは株式の一部を譲渡したことにより、連結の範
囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。

持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算
書類を使用しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　株式会社アルティーリの決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計

算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.　有価証券
　その他有価証券

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。
　なお、投資事業組合への出資については、直近の決算書を基礎とし、当社持分相当額を投資事業組

合運用損益及びその他有価証券評価差額金として投資有価証券を加減する方法によっております。
　ただし、外貨建その他有価証券は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は評

価差額として処理しております。また、評価差額は、全部純資産直入法により処理しております。
　関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
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ロ.　棚卸資産
　商品
　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

ハ.　デリバティブ
　時価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ.　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。
　ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について

は定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物 　　　　  ８年～24年
　工具、器具及び備品 ４年～８年

ロ.　無形固定資産（リース資産を除く）
　　定額法を採用しております。
　　なお、ソフトウエア（自社利用）については社内における見込利用可能期間（５年以内）に基づいて

おります。

ハ.　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数として、残価保証額を残存価額とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

④　重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループにおける顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　なお、主要な取引について、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は概ね１ヶ月以内であ
り、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
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イ.　People Tech事業
　成功報酬型求人メディア「Green」における主な履行義務は、求人企業に対する採用支援サービスの提
供であります。売上高の大部分を占める「Green」成功報酬売上については、求職者が求人企業に入社し
た時点で履行義務を充足していることから、当該時点で収益を認識しております。なお、顧客との契約に
おいて約束された対価のうち、顧客に返金すると見込んでいる額については返金負債とし、返金実績率に
基づき、算定しております。「Green」成功報酬売上以外の売上高については、契約期間の経過とともに
履行義務が充足されることから、当該期間にわたり、収益を計上しております。

　組織力向上プラットフォーム「Wevox」における主な履行義務は、導入企業に対する組織や従業員の
エンゲージメントを可視化するプラットフォームを契約期間にわたって提供することであります。当該履
行義務は、契約期間の経過とともに充足されることから、当該期間にわたり、収益を計上しております。

ロ.　Sports Tech事業
　プロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」の運営を行っております。
　スポンサー収入について、主な履行義務は、選手ユニフォーム、試合会場内看板及び公式サイトへのス
ポンサー企業の社名又は企業ロゴの掲載であります。当該履行義務は契約期間にわたって充足されること
から、当該契約期間にわたり、収益を計上しております。
　入場料収入について、主な履行義務は、主管試合の開催であり、当該履行義務は主管試合を開催した時
点で充足されることから、当該時点で収益を計上しております。
　物販収入について、主な履行義務は、顧客に対するグッズの引き渡しであり、当該履行義務は顧客へ商
品を引き渡す時点で充足されることから、当該時点で収益を計上しております。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

ロ.　重要なヘッジ会計の方法
1.　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処
理によっております。

2.　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建取引
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投資有価証券(関係会社株式を除く非上場株式) 207,862千円
投資有価証券(投資事業組合への出資) 699,362千円
投資有価証券評価損 320,099千円

3.　ヘッジ方針
　外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行ってお
りません。

4.　ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ対象及びヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジ有効性の判定を省略してお
ります。

２.　会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産の回収可能性

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　454,509千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の計上にあたり、将来減算（加算）一時差異等の解消スケジュールをもとに収益力
及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得に基づき、回収が見込まれる繰
延税金資産を計上しております。
　将来の課税所得の見積りは、市場動向やこれに基づく事業成長率等の仮定を含め、経営者により
承認された将来の事業計画に基づいて算定しており、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の
評価を反映し、外部情報及び内部情報の両方から得られた過去のデータを基礎としております。見
積りに用いた仮定は合理的であり、当連結会計年度末の繰延税金資産の残高は妥当であると判断し
ております。
　ただし、会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、市場環境や競合他社の状況によ
り、将来の課税所得の変動の影響を受けて、繰延税金資産の金額が減少し、繰延税金資産の計上額
に重要な影響を与える可能性があります。

⑵　投資有価証券の評価
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　市場価格のない株式等である非上場株式の取得価額は、取得時の持分純資産価額に超過収益力・
経営権等を反映した実質価額に基づいて計上されていますが、財政状態の悪化や超過収益力等の毀
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 2,100,000千円
借入実行残高 500,000千円
差引額 1,600,000千円

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式　(注) 27,021,200 180,000 3,154,059 24,047,141

損状況により実質価額が著しく低下したときは、減損処理を実施することとしております。減損処
理を実施していない投資有価証券については、投資先における市場環境の変化、投資先の予算と実
績の乖離状況、業績の推移、事業計画の進捗状況、直近のファイナンス状況等から、投資先の事業
計画が合理的であるという仮定に基づき、超過収益力等は毀損しておらず、実質価額は著しく低下
していないと判断しています。なお、投資先事業計画は不確実性を有しており、実質価額が著しく
低下した場合には、投資有価証券の減損処理が必要となる可能性があります。

　なお、投資有価証券(投資事業組合への出資)については、組合契約に規定される決算報告に応じ
て、入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しており
ます。

３．連結貸借対照表に関する注記
　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

(注)　普通株式の発行済株式数の増加180,000株は、譲渡制限付株式の発行による増加であります。
　普通株式の発行済株式数の減少3,154,059株は、自己株式の消却による減少であります。

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額
　該当事項はありません。
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決 議 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配 当 金 の
総 額
（ 千 円 ）

1株当たり
配 当 額
（ 円 ）

基 準 日 効 力 発 生 日

2024年11月13日
取締役会 普通株式 利益剰余金 504,989 21 2024年９月30日 2024年12月2日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

⑶　当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
普通株式　502,700株

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、運転資金については、まず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分
については必要に応じ銀行借入又は第三者割当増資による調達を行う方針であります。一時的な余資につ
きましては、普通預金により保有しております。
　また、デリバティブ取引は、外貨建取引の為替変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、非上場株式及び投資事業組合への出資であり、発行体の信用リスク及び為替リスクに
晒されております。
　営業債務である買掛金、未払金、未払費用は、全てが１年以内の支払期日であります。営業債務には、
資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）があります。外貨建営業債
務については為替の変動リスクに晒されていますが、その一部について為替予約取引を利用してヘッジし
ております。
　短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されてお
ります。
　デリバティブ取引は、外貨建取引の為替変動リスクに対する、ヘッジ取引を目的とした為替予約取引で
す。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジ有効性の評価方法等につ
いては、前述「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(４) 会計方針に
関する事項　⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項　ロ.　重要なヘッジ会計の方法」に記
載のとおりであります。
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区分 当連結会計年度
(2024年９月30日）

非上場株式 207,862千円
投資事業組合への出資 699,362千円
関係会社株式 165,069千円

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ.　信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
　経理担当者が、取引先別に期日及び残高を確認するとともに、入金状況を各営業担当者に随時連絡して

おります。これにより各取引先の財政状態等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
す。

ロ.　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高
い金融機関とのみ取引を行っております。

ハ.　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しておりま

す。外貨建営業債務の一部について、為替の変動リスクに対して為替予約取引を利用してヘッジしてお
ります。金利の変動リスクについては、市場金利の動向を把握しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。
ニ.　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　経理担当者が、適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ
り、当該価額が変動することがあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
①　「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び

「未払消費税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。なお、デリバティブ取引（為替予約）は期中増減があるものの、残高
はありません。

②　市場価格のない株式等及び投資事業組合への出資は、時価開示の対象としておりません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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連結注記表

１ 年 以 内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

1 0 年 超
（千円）

現 金 及 び 預 金 4,362,212 － － －
売 掛 金 781,550 1,432 － －
合 計 5,143,763 1,432 － －

１ 年 以 内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

1 0 年 超
（千円）

短 期 借 入 金 500,000 － － －

（単位：千円）
報告セグメント

調整額 連結計算書類
計上額People Tech

事業
Sports Tech

事業 計

売上高
Green 5,128,084 － 5,128,084 － 5,128,084
Wevox 2,443,682 － 2,443,682 － 2,443,682
新規事業 70,140 1,486,789 1,556,929 △530,000 1,026,929
顧客との契約から
生じる収益 7,641,907 1,486,789 9,128,696 △530,000 8,598,696

その他の収益 － － － － －
外部顧客への売上高 7,641,907 956,789 8,598,696 － 8,598,696
セグメント間の
内部売上高又は振替高 － 530,000 530,000 △530,000 －

合計 7,641,907 1,486,789 9,128,696 △530,000 8,598,696

③　金銭債権の決算日後の償還予定額

④　短期借入金の決算日後の返済予定額

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。

６．収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 787,691
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 782,982
契約負債（期首残高） 301,310
契約負債（期末残高） 313,444

（単位：千円）
当連結会計年度

1年以内 180,000
1年超 90,000
合計 270,000

⑴　１株当たり純資産額 193円60銭
⑵　１株当たり当期純利益 29円09銭

(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等　(4)会計方針に関する事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約負債の残高等
　当社グループの契約残高の内訳は以下のとおりです。

　顧客との契約から生じた債権は売掛金であります。
　契約負債は、期末時点において、収益に係る財又はサービスの履行義務を充足していない残高であります。契
約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた金額は、301,310千円でありま
す。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。な
お、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予測
される契約期間が１年以内の契約及び未充足の履行義務に配分される変動対価について注記の対象に含めており
ません。また、顧客との契約における対価のうち取引価格に含まれない金額に重要なものはありません。

７．１株当たり情報に関する注記
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氏名 新居　佳英
氏名 飯村　洋平
氏名 小泉　文明
氏名 西田　憲司
氏名 吉川　徹

名称 株式会社アルティーリ
事業の内容 プロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」の企画・運営

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

９.　その他の注記
⑴　企業結合等関係
（子会社株式の一部譲渡）
　当社は、2024年５月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社アルティーリの株式の
一部を譲渡することを決議し、2024年７月１日に株式譲渡を実行しました。

これに伴い、株式会社アルティーリは当連結会計年度において連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含
めております。

①　株式譲渡の概要
イ．株式譲渡の相手先の名称

ロ．株式を譲渡した子会社の名称及び事業の内容

ハ．株式譲渡を行った主な理由
　当社は、2020年７月に100%子会社である株式会社アルティーリを設立し「Sports Tech事業」に進出いた
しました。プロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」を創設し、千葉県千葉市を本拠地にプロバスケッ
トボールクラブの運営等を行っております。本株式譲渡は、経営の機動性及び自由度の向上を目的として、当社
から株式会社アルティーリ経営陣を含む個人に株式会社アルティーリ株式の譲渡を行うものであります。

ニ．株式譲渡日
　2024年７月１日
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受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
譲渡前の所有株式数　95,000株（議決権所有割合100％）
譲渡後の所有株式数　13,300株（議決権所有割合14％）

関係会社株式売却損 155,600千円

流動資産 911,673千円
固定資産 7,762千円
資産合計 919,435千円
流動負債 129,833千円
固定負債 8,650千円
負債合計 138,484千円

売上高 956,789千円
営業損失 △661,089千円

場所 用途 種類
株式会社アルティーリ
（千葉県千葉市中央区）

本社設備 リース資産、工具、器具及び備品、建物

ホ．法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

②　実施した株式譲渡の概要
イ．移転損益の金額

ロ．譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

ハ．会計処理
　譲渡した株式の連結上の帳簿価額と譲渡価額との差額を「関係会社株式売却損」として特別損失に計上してお
ります。

③　株式譲渡した事業が含まれていた報告セグメントの名称
　Sports Tech事業

④　当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている譲渡した連結子会社に係る損益の概算額

⑵　減損損失
　当連結会計年度にて、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　減損会計の適用にあたっては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピ
ングを行っております。
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　当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続的にマイナスとなっている上記の資産グループにつ
いて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（22,468千円）として特別損失に計上しまし
た。
　その内訳は、リース資産10,902千円、工具、器具及び備品7,454千円及び建物4,111千円であります。
　なお、当資産グループの回収可能価額は、将来キャッシュ・フローがマイナスのため、備忘価額により評価し
ております。

⑶　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自　2023年１０月１日
至　2024年 ９ 月30日）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金

合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,268,183 1,254,183 1,254,183 3,609,637 3,609,637 △1,000,737 5,131,267
当 期 変 動 額

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 63,090 63,090 63,090 126,180
当 期 純 利 益 704,660 704,660 704,660
自 己 株 式 の 取 得 △1,302,478 △1,302,478
自 己 株 式 の 消 却 △2,303,216 △2,303,216 2,303,216 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 63,090 63,090 63,090 △1,598,555 △1,598,555 1,000,737 △471,638
当 期 末 残 高 1,331,273 1,317,273 1,317,273 2,011,082 2,011,082 － 4,659,629

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 8,748 8,748 456,908 5,596,925
当 期 変 動 額

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 126,180
当 期 純 利 益 704,660
自 己 株 式 の 取 得 △1,302,478
自 己 株 式 の 消 却 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ) 3,435 3,435 196,826 200,262

当 期 変 動 額 合 計 3,435 3,435 196,826 △271,375
当 期 末 残 高 12,184 12,184 653,735 5,325,549

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

イ.　その他有価証券
　　 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業組合への出資については、直近の決算書を基礎とし、当社持分相当額を投資事業組
合運用損益及びその他有価証券評価差額金として投資有価証券を加減する方法によっております。
ただし、外貨建その他有価証券は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は評価差
額として処理しております。また、評価差額は、全部純資産直入法により処理しております。

ロ.　子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産
商品
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、建物（建物附属設備は除く）及び2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　８年～24年
工具、器具及び備品　　４年～８年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用）については社内における見込利用可能期間（５年以内）に基づいており
ます。

⑶　引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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繰延税金資産 457,796千円

投資有価証券(非上場株式) 207,862千円
投資有価証券(投資事業組合への出資) 699,362千円
投資有価証券評価損 320,099千円

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社における顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　なお、主要な取引について、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は概ね１ヶ月以内であ
り、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
　成功報酬型求人メディア「Green」における主な履行義務は、求人企業に対する採用支援サービスの提
供であります。売上高の大部分を占める「Green」成功報酬売上については、求職者が求人企業に入社し
た時点で履行義務を充足していることから、当該時点で収益を認識しております。なお、顧客との契約に
おいて約束された対価のうち、顧客に返金すると見込んでいる額については返金負債とし、返金実績率に
基づき、算定しております。「Green」成功報酬売上以外の売上高については、契約期間の経過とともに
履行義務が充足されることから、当該期間にわたり、収益を計上しております。

　組織力向上プラットフォーム「Wevox」における主な履行義務は、導入企業に対する組織や従業員の
エンゲージメントを可視化するプラットフォームを契約期間にわたって提供することであります。当該履
行義務は、契約期間の経過とともに充足されることから、当該期間にわたり、収益を計上しております。

⑸　その他計算書類の作成のための重要な事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

2.　会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産の回収可能性

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表 「２.会計上の見積りに関する注記⑴繰延税金資産の回収可能性②識別した項目に係る重要
な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

⑵　投資有価証券の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額
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関係会社株式 178,000千円

短期金銭債権 5,826千円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 2,100,000千円
借入実行残高 500,000千円
差引額 1,600,000千円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表 「２.会計上の見積りに関する注記⑵投資有価証券の評価②識別した項目に係る重要な会計
上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

⑶　関係会社株式の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　市場価格のない株式等である関係会社株式の取得価額は、関係会社株式の実質価額が取得価額に比べ
て著しく下落した場合、将来の事業計画等により回復可能性が裏付けられる場合を除き減損処理を行う
必要があります。これらの評価は、市場動向やこれに基づく事業成長率等の仮定を含め、経営者により
承認された関係会社の将来の事業計画に基づいて算定しており、関連する業種の将来の趨勢に関する経
営者の評価を反映し、外部情報及び内部情報の両方から得られた過去のデータを基礎としております。
評価に用いた仮定は合理的であり、当事業年度末の関係会社株式の残高は妥当であると判断しておりま
す。ただし、会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、関係会社の属する市場環境や競合
他社の状況により、関係会社株式の減損処理が必要となる可能性があります。

3．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

⑵　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結
しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
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個別注記表

売上高 20,591千円
販売費及び一般管理費 516,936千円

⑵　関係会社との営業取引以外の取引による取引高 6,414千円

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 （ 注 ） 1,254,011 1,900,048 3,154,059 －

４．損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との営業取引による取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

（注）自己株式1,900,048株の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得1,900,000株及び単元未満株式の買取請求に伴
う増加48株によるものであります。
自己株式3,154,059株の減少は、取締役会決議に基づく自己株式の消却であります。
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繰延税金資産
　未払事業税 11,460
　減価償却費 234,165
　貸倒引当金 5,728
　税務上の収益認識差額 2,430
　敷金償却 3,190
　前払費用（長期前払費用含む） 79,550
　投資有価証券評価損  101,076
　契約負債 58,778
　未払賞与 17,215
　その他 1,563
繰延税金資産　小計 515,160
評価性引当額 △51,630
繰延税金資産　合計 463,530
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △5,377
　その他 △356
繰延税金負債　合計 △5,733
繰延税金資産の純額 457,796

６．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

（注）評価性引当額が25,812千円増加しております。この増加の主な内容は、減価償却費に係る一時差異の増加に伴う評価
性引当額の認識によるものであります。
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法定実効税率 30.6%
　（調整）
　住民税均等割 0.2%
　株式報酬費用 5.3%
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
　評価性引当額の増減 2.3%
　その他 0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.5％

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は

出資金
(千円)

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合
（%）

関連当事者
との関係 取引の

内容
取引金額
(千円)

科
目

期末
残高
(千円)役員の

兼任等

関連
会社

株式会社
アルティーリ

千葉県
千葉市
中央区

10,000

プロバスケ
ットボール
クラブの企
画・運営

(所有)
直接14 兼務１名

スポンサー
料の支払
（注）

530,000 － －

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別内訳

７.　関連当事者との取引に関する注記
⑴子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針につきましては、一般取引条件と同様に決定しております。取引金額には2024年6月
期において生じた株式会社アルティーリの欠損金額を限度として、当社がスポンサー料として支出した広告宣伝費が含
まれております。
なお、株式会社アルティーリは、当事業年度における株式の一部譲渡により子会社から関連会社となっております。
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種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科
目

期末
残高
(千円)

役員 新居佳英 － －
当社代表
取締役
CEO

（被所有）
直接6.60

当社代表
取締役
CEO

関係会社株
式の譲渡
（注）

売却代金
売却損

137,057
79,942 － －

⑴　１株当たり純資産額 194円28銭
⑵　１株当たり当期純利益 27円95銭

⑵役員及び個人主要株主等

（注）当社は2024年7月に株式会社アルティーリ株式の一部を譲渡しております。取引金額については、独立した第三者によ
る株価算定の結果を踏まえ双方協議のうえで決定しております。

８．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「６.収益認識に関する注記」
と同一の内容であるため、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10.　重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11.　その他の注記
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年11月11日

株式会社アトラエ
取締役会　御中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
　東　　京　　事　　務　　所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朽 木 利 宏
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 　 覚

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アトラエの2023年10月1日
から2024年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社アトラエ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2024年11月11日

株式会社アトラエ
取締役会　御中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
　東　　京　　事　　務　　所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朽 木 利 宏
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 　 覚

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社アトラエの2023年10
月1日から2024年9月30日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年10月１日から2024年９月30日までの第21期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、会社の内部監査人と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社
（2024年７月１日の株式譲渡により以降は持分法適用の関連会社）については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査等委員会の監査報告
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常 勤 監 査 等 委 員 小　笹　留美子 ㊞
監 査 等 委 員 戸 塚 隆 将 ㊞
監 査 等 委 員 雪 丸 真 吾 ㊞
監 査 等 委 員 森 　 尚 美 ㊞

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　　　　2024年11月13日

株式会社アトラエ　監査等委員会

（注）　監査等委員小笹留美子、戸塚隆将、雪丸真吾及び森尚美は、会社法第２条第15号及び
第331条第６項に規定する社外取締役であります。
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